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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年９月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２５年１月１８日 ０９時１０分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路島東方沖 

兵庫県淡路市所在の浦港南防波堤灯台から真方位０８４°４.１海

里付近 

 （概位 北緯３４°３３.１ ′ 東経１３５°０４.８′） 

事故調査の経過  平成２５年１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか３人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 CHUN
チ ャ ン

 XING
シ ン

（カンボジア王国籍）、１,２９２トン 

８４０３７４１（ＩＭＯ番号）、COASTAL BREEZE LIMITED 

６８.７０ｍ（Lr）×１１.００ｍ×６.７０ｍ 、鋼 

ディーゼル機関、１,１７６kＷ、１９８４年建造 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍） 男性 ３６歳 

 締約国資格受有者承認証 船長（カンボジア王国発給） 

  交付年月日 ２０１２年１１月１３日 

        （２０１６年１０月１９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船倉壁及び船倉部分の船体外板部に焼損 

 事故の経過 本船は、船長ほか８人が乗り組み、ミックスメタルスクラップと称

する鉄くず、モーター、プラスティック、銅線等の廃材が含まれる

種々雑多なスクラップ約９４８ｔを千葉県千葉港で積載し、平成２５

年１月１８日０９時１０分（時刻は「日本標準時」、以下同じ。）ご

ろ、淡路島東方沖を北北東進中、船橋当直中の船長がハッチカバーの

右舷前方部で立ち上る白煙を発見した。 

船長は、ハッチカバーを閉鎖した状態で全乗組員に消火ホース３本

による船倉の冷却を指示するとともに、ＶＨＦを使用して神戸海上保

安部に救助を要請した。 

本船は、巡視船の誘導で神戸空港南方沖において、消防艇等の冷却

消火を受けた後、１３時００分ごろ、タグボート２隻の支援を受け、

阪神港神戸第１区の兵庫ふ頭Ｄ岸壁に着岸した。 

神戸市消防局は、ハッチカバーの一部を一時開いて船倉内に泡消火
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剤を充填した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 発煙場所付近は、船倉右舷中央部からやや前方で直径約７ｍの半円

の範囲であり、その上面は約１ｍ沈下していたが、その他の部分はい

ぶされた状態であった。 

本船のハッチカバーは、中央付近で分かれており、前方端と後方端

にそれぞれ１７枚のハッチカバーが格納できるようになっていた。 

船倉の中央部は、完全に閉鎖できず、シートカバー等で防水されて

いた。 

本船の積荷のスクラップには、モーター等の家電廃品が混じってい

た。 

本船は、熊野灘から紀州灘にかけて航行中の１８日００時から０５

時ごろまで、波高が高くなり、激しくピッチングした。 

積荷のミックスメタルスクラップは、雪が積もった状態で搭載され

た。 

平成２０～２２年度循環型社会形成推進科学研究費補助金総合研究

報告書「有害物質管理・災害防止・資源回収の観点からの金属スクラ

ップの発生・輸出状況の把握と適正管理方策(K2015,K2179,K22049）」

には、スクラップ火災の推定原因として次のように記載されている。

（抜粋） 

3.2.1 火災原因の推定 

これまでに発生した火災の状況及び現地調査の結果から、いずれの

火災事案も黒煙と異臭を発しながらの燃焼であること、また、消火後

の残渣には有機物が溶融したような状況や油のような付着物を認めた

ことから、金属スクラップ火災は、金属自体が燃焼しているのではな

く、金属スクラップに混在している可燃物の燃焼が主体の火災である

と考えられた。 

これを踏まえ、火災原因について以下の考察を行った。 

(1) 出火の態様 

出火の態様としては、以下の 3 点が考えられる。 

①何らかの要因で火源が生じ、可燃物に着火、直ちに延焼。 

②何らかの要因で火源が生じ、これが可燃物に着火後、周囲の状況等

により無炎燃焼状態となり、時間経過後に有炎燃焼に移行。 

③何らかの要因で発熱箇所が生じ、時間経過とともに蓄熱により発火

又は可燃物に着火。 

過去の事例において最も多い「荷役中」の出火は、②、③の態様に

よるとは考えがたく、①の態様であると推測され、「集積場に保管

中」の火災事例については、②または③の態様である可能性が高いと

考えられる。「船舶の航行中」については、集積場の保管と類似した
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状況ではあるが、船体の揺れや振動によって積荷が移動する可能性が

ある点が異なっており、これを考慮すると、①、②、③のいずれの態

様も可能性があると思われる。 

(2) 火源について 

金属スクラップの積込み作業の状況、確認された混在物から考察す

ると、火源としては以下の可能性が考えられる。なお、放火の可能性

については考慮する必要はないと考える。 

①金属どうしの接触 

金属スクラップの船倉への積込みや保管場所の移動時には、金属製

品のスクラップをクレーン等で掴み、高所から落下させたり、積み重

なったスクラップをパワーショベルで圧したりする。 

このため、落下や圧縮時に金属どうしが強く接触して、その衝撃で

火花が発生する可能性があり、現地調査においても、荷役等作業時に

は日常的に火花が発生しているという言を関係者から得ている。 

ただし、通常の金属接触による火花では常温の高分子物質に引火す

るほどの着火エネルギーを有していないと推測されるので、周囲に可

燃性ガスが存在する等の一定の要件を満たした場合には火源となり得

ると考える。 

②バッテリー、電池類による電気的要因 

複数の事例で、金属スクラップ中にバッテリーや電池類が確認され

ており、現地調査時にこれらの残電圧を測定したところ、電圧が残っ

ているものが見受けられた。このことから、バッテリー類の電極端子

への金属の接触や塩水等の付着によって、短絡やトラッキングがおこ

り、スパークの発生や発熱の可能性が考えられる。また、コンデンサ

ーについても、電圧を保った状態で混在していれば、接触等で同様の

作用を起こす可能性が考えられる。 

なお、スパークについては、金属どうしの接触による火花と同様

に、一定の要件を満たした場合に火源となり得ると考える。 

③金属と酸の反応 

現地調査で確認したバッテリー類の中には、破損した鉛蓄電池も見

受けられた。鉛蓄電池には電解液として希硫酸が入れられており、破

損によって希硫酸が外部に漏出する可能性が考えられる。この際に、

金属スクラップ中の金属類と接触することで、反応熱が発生し、これ

が蓄熱されて火源となる可能性が考えられる。また、金属スクラップ

の保管場所は屋外（無蓋）の場合がほとんどであることから、雨水と

金属類との反応も可能性として否定できない。 

④その他 

スクラップ中に不飽和油が混在していた場合、酸化熱が発生し、こ

れが蓄熱されて高温となり、火源となる可能性も考えられる。 

(3) 燃焼物について 
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組成調査において、多種類の可燃性物質の混在が確認された。火源

が一定のエネルギーを有した時に着火の可能性がある物、及び延焼の

過程で引火する可能性のある物として、以下のものが考えられる。 

①可燃性液体 

スクラップ中には、灯油ストーブや小型発電機が認められたことか

ら、これらに残留していたガソリン等の可燃性液体が蒸発して狭い範

囲に充満すれば、着火の可能性が考えられる。また、延焼時には引火

する可能性が考えられる。 

②可燃性ガス 

スクラップ中には圧縮済みの可燃性ガスのボンベが認められたが、

仮にガスが入ったままのボンベが存在し、荷役作業等の衝撃によって

ガスが噴出すれば、着火、引火の可能性が考えられる。 

また、鉛蓄電池から漏出した希硫酸と金属類が接触した場合、水素

ガスが発生する可能性があり、これが狭い範囲に充満すれば着火の可

能性が考えられる。この反応は、水と金属類との接触でも同様の可能

性があると考えられ、過去の事例のうち、コンテナの爆発事案

（2006.5）では、コンテナ内で金属屑と結露した水分が反応して水素

を発生した可能性が指摘されている。 

③プラスチック片、紙片、布片、タイヤ、電線 

スクラップ中に混在するプラスチック片や紙片、布片、タイヤ、電

線の被覆等の高分子物質は、火災が発生すれば、引火して延焼の要因

となる可能性が考えられる。 

(4) まとめ 

以上のことから、金属スクラップ火災は様々な要因が複合して発生

しており、すべての火災事例がひとつの原因によるものではないこと

が推測される。しかしながら、火災が発生するためには燃焼物の存在

が不可欠であり、金属スクラップ中に多種の可燃性物質が混在するこ

とが火災発生に共通する要因であるのは明らかである。また、鉛蓄電

池は電気的要因として火源となる可能性があるとともに、化学的要因

として着火物となり得る水素ガスの発生に関与する可能性もあること

から、鉛蓄電池の混在と火災発生との関連をさらに検討すべきものと

考える。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

不明 

不明 

 本船は、淡路島東方沖を北北東進中、積荷のミックスメタルスクラ

ップが、船体動揺等による金属同士の接触、バッテリー及び電池類に

よる電気的要因、金属と酸や積雪による水分との反応等によって火源

が生じたか、発熱による蓄熱で発火し、付近の油分や紙類等が燃え上
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がった可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることは

できなかった。 

原因  本事故は、本船が、淡路島東方沖を北北東進中、積荷のスクラップ

が燃え上がったことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船倉内火災に対して、酸素の供給を断つために炭酸ガス消火装置

等のハッチカバーを閉鎖した状態で使用できる船倉内消火装置を

備えることが望ましい。 

・スクラップ輸送に関し、船倉が密閉型で不活性ガスを充填して安

全に運送できるような貨物船舶の新しい基準の検討が必要なもの

と思われる。 

 


